
 

【導入】 
「逃げたい。でも逃げられない。この子なんていなければよかった…」 
不意に「そう」つぶやいてしまった一人の母親。 
 
「そんなこと思ってはいけない」と分かってはいました。 
もちろん子どもを愛してもいました。 
しかし、「そう」つぶやいてしまったのです。 
 
彼女の子どもは、普通の子とは少し違いました。 
「医療的ケア児」と呼ばれる存在だったのです。 
 
自分を責め続けながら、子どもの世話をする毎日。 
いつしか、彼女は心を病み、子育てを続けられなくなってしまいました．．． 
なぜ、それほどまでに、追い詰められてしまったのか？ 
 
本弁論では、医療的ケア児の親を取り巻く状況とその解決を訴えます！！！ 
 
【現状】 
医療的ケア児とは、生きていくために、毎日何らかの医療的ケアが必要な子供のことを言い

ます。 
例えば、お腹や鼻に通したチューブから栄養を入れる「経管栄養」や、窒息を防ぐために行

われる「痰の吸引」など。 
こうしたものが必要となる医療的ケアの実例です。 
ケア児の体調にもよりますが、一日に何度もケアが必要になってくるのです。 
これらは子どもの命に直接かかわるため、欠かさずに行わなければなりません。 
 
このようなことを聞くと、「医療的ケア児は、病院で寝たきりなんじゃないか」と思われる

かもしれません。 
しかし実際の彼らは、ケアが必要にはなりますが、普通に会話したり、軽い運動をすること

もできます。想像されるよりは、普通の子と近い存在なのです。 
 
こうした医療的ケア児の人数は、全国に約9000人！ 
また、彼らの存在は、医療技術の発展によって年々増加しています。 
その数は１０年で２倍も増え、今後も増加していくことが見込まれます。 
 
そして彼らに必要なケアは、9割以上が親の手によって行われているのです。 
 
そんな子どもの命を守るケア児の親たち。 
彼らは「悲惨な」現状に置かれています。 
それは、どのようなことなのでしょうか？ 
医療的ケア児は、従来の福祉制度の対象から外れ、社会的な支援を受けることができていな

いのです。 
 
具体的には、本来子供を預けることができる施設に、ケア児は預けることができていませ

ん。 
 

 



 

まず、ケア児の親は就学前の段階において、保育園や幼稚園に子どもを通わせることができ

ません。 
なぜなら、これらの施設には、ケア児に対応できるような「医療従事者」が存在しないから

です。 
そのため、ケア児の親がどれだけ「子どもを預けたい」と思っても、施設側はケア児を受け

入れることができないのです。 
健常児の親と比較すると、その9割は、幼稚園・保育園に子どもを預けている一方で、 
ケア児の親は、これらの施設を利用することはできていません。 
 
また、ケア児の親は、子どもの就学後には、学校に付き添わなくてはなりません。 
一般的に、医療的ケア児は、特別支援学校に通うことになります。 
しかし、ここでもケア児を受け入れる体制は整っていません。 
そのため、親がケアを行うために、ケア児が学校にいる時間は、常に親が付き添わなければ

なりません。 
実際に、約8割の親が付き添いを行っており、長いときにはなんと8時間にものぼるので

す。 
ケア児の親は自らの手だけで、子どもの世話をするしかないのです。 
 
「なら、受け入れ体制が整っているような施設を利用すればいいじゃないか」と思われるか

もしれません。 
そのような体制が整っているのが、障がい児施設です。 
しかし、その障がい児施設も利用することはできません。 
なぜなら医療的ケア児は「障害児」とは認められないため、そのような施設を利用すること

ができないのです。 
 
以上の福祉支援を十分に受けられていないため、ケア児の親たちは、子育てに限界を感じて

います。 
実際に、ケア児の親の8割が「ケアの負担が重く、耐えられない」と答えているのです。 
 
これらの負担の積み重ねは、ケア児の親の健康状態に大きな被害をもたらしています。 
立命館大学の研究によれば、「医療的ケア児の親は 健常児の親より、精神疾患になるリス

クが3倍にものぼる。」と示されています。 
そして実際に、精神疾患を抱えるケア児の親は、なんと6割にも及ぶのです。 
 
以上をまとめると、医療的ケア児の親は十分な福祉支援を受けられないために、子育てに限

界を迎えてしまっているのです。 
 
【問題点】 
家で子供の面倒を見たり、子供が体調をくずしたときには看病したり。。。 
親の責務として、子供のために出来る限りのことをするのは当然のことでしょう。 
 
ケア児の親たちも、子供のために、その責務を果たそうとしています。 
しかし、自分の子どもを「四六時中」見守り続けること。 
そんなことが現実的に可能なのでしょうか？ 

 



 

ケア児の親たちは、頼る先もなく子育てに限界を迎えてしまっています。 
そんな彼らを、「親の責務だから」といって見捨てることはできません。 
だからこそ、社会は彼らに手を伸ばしていく必要があるのです！ 
 
【理念】 
私の理想は、ケア児の親が子供を預けられるような社会の実現です。 

そして、全ての負担を、彼らが「たった一人で」抱え込まないように。 

彼らができない部分は、代わりに子どもたちを見守る。 

ケア児を育てる親も、社会的な支援を受けられるようにしてあげたいのです。 

そうすることで、彼らの負担は大きく軽減されます。 

 
そのために、ケア児の親が、頼れる人を見つけられるように、しなければなりません。 
 
【プラン】 
そこで私は、看護派遣システムの導入を提案します！ 
具体的にご説明します。 
まず初めに、看護師などの、医療従事者を各自治体で登録します。 
ケア児の親は、登録されている看護師の中から、自身の希望する時間帯で働ける人を選択で

きることとします。 
そして、必要な時に子供を預けたり、学校の付き添いを代わりにしてもらいます。 
こうすることで、彼らの負担の一部を軽減することができるのです。 
さらに、この制度は保険適用とするため、金銭的負担も減らすことができます。 
 
この制度導入にあたっては、最低でも6000人の、医療従事者の確保が必要となります。 
この人員については、復職を望んでいるものの、医療の現場から離れている潜在看護師60
万人の中から確保します。 
ところが、仕事復帰を望む潜在看護師の六割が、現場に戻れない理由として、ブランクがあ

り知識や技術に自信がないことをあげています。 
そこで登録時、医療的ケアの研修を義務化します。 
 
この研修で、彼らの医療的ケアへの不安を解消することができます。 
 
 
この制度を利用することで、ケア児の親が全ての負担を1人で抱え込むことのない社会が実

現できます。 
 
【締め】 
医療的ケアがなければ、生きていくことが困難な医療的ケア児。 
彼らは、一人では決して生きていくことができません。 
彼らの命は、まさに「今にも消えてしまいそうな、小さな灯（ともしび）」 
それを絶やさずに保っているのが、医療的ケア児の「親」、つまり「灯火の守り人」なので

す。 
 

 



 

医療的ケア児の親に支援の手が差し伸べられる。 
そんな社会の実現を願って、本弁論を終了します。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


